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新型コロナウイルス感染症「準感染警戒期」移行に伴う 

感染防止対策について（注意喚起） 

  

 介護従事者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の

ために御尽力いただき、心より感謝申し上げます。 

本県では、令和３年３月１３日から「準感染警戒期」になりましたが、これか

ら迎える年度末・年度初めは、例年であれば、歓送迎会などによる会食の機会が

増える時期であり、進学や就職、転勤など、不要不急ではない理由での人の移動

が多くなる時期でもあることから、この時期の行動が感染拡大の引き金となら

ないよう注意が必要です。 

つきましては、以下の点に留意し、引き続き感染防止対策に御協力いただき

ますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 日々の体調等を把握して、発熱等の症状がある場合は出勤しないことを

徹底すること 

２ 症状がなくても入所者や利用者と接する際には確実なマスクの着用、手

洗い・手指消毒を徹底すること 

３ 日頃から、大きな声になりやすい大人数での会食や懇親会などのほか、マ

スクなしでの会話やカラオケは控えるなど、感染防止対策を徹底すること 

 

（参考） 

・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」

（令和２年１０月１５日付け事務連絡） 

・介護現場における感染対策の手引き（第２版） 
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